
●取組のポイント

北海道旭川市

ワーク・ライフ・バランスの推進
のために年次有給休暇の取得を促進

•	年次有給休暇を活用し、旭川ならではのイベントやレジャーを楽しむことを提案

１．取組のきっかけ

•	旭川市内の企業において､ ワーク・ライフ・バランスや男女共同参画の重要性がある程度認識さ
れてきている。しかしながら、以前にも増して人手不足感が強まっていることもあり、現実には
長時間労働で、年次有給休暇の取得が難しいといった状況もみられる。旭川市が行った調査結
果（平成27年度旭川市労働力基本調査）では、「年次有給休暇取得率40%未満」の事業所が
70%を超え、市民に対する調査では、「ワーク・ライフ・バランスを実現できていると思う」割
合が17.3%と低い水準にとどまっている（平成27年度結婚観とワーク・ライフ・バランスア
ンケート（若年層向））。

•	近年､ 旭川市では主に男女共同参画促進の観点からワーク・ライフ・バランス推進に向けた取組
を行っている。平成27年度から「ワーク・ライフ・バランス推進セミナー」を開催し、その後
「ワーク・ライフ・バランスアドバイザー派遣事業」や「ワーク・ライフ・バランス推進事業者表彰」、
テレワークの推進等の働き方改革の取組を行っている。

•	旭川市ではワーク・ライフ・バランス推進に向けた取組を「実施しているが、これまで十分な成
果をあげているとは言い難い状況であった。そこで、従来からの取組に加え、平成29年度から
厚生労働省の「地域の特性を活かした休暇取得促進のための環境整備事業」に参加し、より積極
的にワーク・ライフ・バランスの向上、年次有給休暇の取得促進を実施することとした。
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「旭川夏まつり」

「道新納涼花火大会」の様子

「大雪連合神輿」の様子 「市民舞踊パレード」の様子

•	旭川市では、8月に北北海道最大の夏の風物詩で、「道新納涼花火大会」「市民舞踊パレード」「大
雪連合神輿」「大雪さんろくまつり」等の多彩なプログラムで構成される「旭川夏まつり」（平成
29年度に延べ91万人の観客を動員）が開催されている。冬場も2月の「旭川冬まつり」を始
めとしたイベントの他、スキー、スケート、近郊には温泉等のレジャー資源も充実している。

•	このため、ワーク・ライフ・バランスを推進する一つの方法として年次有給休暇の取得を挙げ、
夏（前期）と冬（後期）の年２回、広報活動を行い、年次有給休暇を活用して、旭川ならではの
イベントやレジャーを楽しむことを提案している。
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２．取組内容
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●連絡会議の開催
•	取組の推進体制として、労働組合、経済団体、観光協会、社会保険労務士会、学識経験者、行政
機関等からなる連絡会議を設置した。

●周知・啓発
•	周知・啓発のため、リーフレットを作成した。リーフレットは、訴求ポイントが異なることから、
対象を「事業主」と「従業員」で明確に分けることとし、1枚のリーフレットにそれぞれ片面ず
つ掲載するように工夫した。「事業主向け」では、市で取組を進めている「ワーク・ライフ・バ
ランスアドバイザー派遣事業」や「ワーク・ライフ・バランス推進事業者表彰」の案内も記載し
ている。

•	リーフレットは、主に商工会議所等の経済団体を通じて配布している。後期（冬季）の周知・広
報では、配布する範囲を拡げ、市内小中学校の児童・生徒への配布を通じて、保護者に対する周
知広報も予定している。

•	市庁舎や市関連施設等の公共施設にポスターを掲示している。その他、市内路線バスの車内広告、
新聞広告、地元のフリーペーパーへの掲載も行い、広く市内での周知に努めている。

従業員向けリーフレット

平成29年度啓発リーフレット（前期）

事業主向けリーフレット



３．今後の課題

•	ワーク・ライフ・バランスの向上は、働く人の仕事と生活の質を向上させるとともに従業員の定着・
確保、業績の向上等、企業側にも大きなメリットをもたらすものであることを改めて認識しても
らうことが重要と考えている。

•	前期の取組を終えた段階では、まだ具体的な効果等の把握はできていないが、後期の啓発活動、
シンポジウムの開催、事業場訪問等の活動を通じて、市内でワーク・ライフ・バランスの推進に
向けた機運を高めていきたいと考えている。

•	「地域の特性を活かした休暇取得促進のための環境整備事業」の取組以外にも、「ワーク・ライフ・
バランスアドバイザー派遣事業」や「ワーク・ライフ・バランス推進事業者表彰」といった施策
を実施しており、従来からの取組についても併せて周知を進めたいと考えている。

•	「地域の特性を活かした休暇取得促進のための環境整備事業」を契機に、ワーク・ライフ・バラ
ンス向上に関心のある企業が、アドバイザーを活用し、ワーク・ライフ・バランスを図る環境づ
くりに積極的に取組み、「ワーク・ライフ・バランス推進事業者表彰」を受賞し、また従業員の
定着率向上や人材確保等で成果をあげるという事例を生むことを目指している。
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●事業場に対する働きかけ
•	社会保険労務士等の専門家と協力し、約80箇所の市内事業場を訪問し、事業主や人事労務担当
者からヒアリングを行い年次有給休暇取得促進の取組状況等を把握するとともに、年次有給休暇
を取得しやすい環境整備に向けた働きかけを実施している。

•	事業場訪問の主な対象は、年次有給休暇の取得が低い「宿泊・飲食サービス業」「卸・小売業」「建
設業」の他、市内で従業員規模の大きい「医療・福祉」「サービス業」等の企業を選定している。

●シンポジウムの開催
•	事業場における年次有給休暇の取得促進を促すため、市内の事業主、人事労務担当者、従業員を
対象とするシンポジウムを11月頃に開催する予定である。

●アンケートの実施
•	年内を目途に市内の事業場と従業員を対象にしたアンケート調査を実施し、年次有給休暇の取得
促進について状況把握等を行う予定である。

【事例照会先】	旭川市　総合政策部　政策調整課
〒 070-8525　北海道旭川市 6 条通 9 丁目　直通電話： 0166-25-5358
URL : http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/


